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従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会の設置要綱

２ ０ ２ ３ 年 １ 月 ６ 日

株式会社東京証券取引所

上 場 部

項  目 内  容 備  考

１．研究会の役割  実質的な支配力を持つ株主（「支配的な株主」）を有する上場

会社（「従属上場会社」）を巡る最近の事例が示唆する問題点、

支配的な株主と従属上場会社の少数株主との間の利害調整の在

り方、少数株主保護の枠組み等について議論を行う。

２．メンバー構成  メンバー（五十音順）

・大内 政太（日本製鉄株式会社 常務執行役員）

・加藤 貴仁（東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

・神作 裕之（東京大学大学院法学政治学研究科 教授）

・神田 秀樹（学習院大学大学院法務研究科 教授）

・菊池 勝也（東京海上アセットマネジメント株式会社 理事

責任投資部長兼オルタナティブ責任投資部長

ESG スペシャリスト）

・黒沼 悦郎（早稲田大学大学院法務研究科 教授）

・後藤 芳光（ソフトバンクグループ株式会社 取締役専務執行役員

CFO 兼 CISO）

・三瓶 裕喜（アストナリング・アドバイザー合同会社 代表）

・武井 一浩（西村あさひ法律事務所 弁護士）

 オブザーバー

・関係省庁（金融庁・経済産業省・法務省）

 未公表の研究会資料及び議

事内容について、研究会メ

ンバー及びオブザーバーと

の間で秘密保持の合意を得

るものとする。
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項  目 内  容 備  考

３．運営方法  研究会の事務局は、東京証券取引所が行う。

 研究会の議事は非公開とする。

 なお、議論の透明性確保のため、開催後遅滞なく研究会資料や

議事録の公表を行うものとする。

以  上


